
 

  

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

札幌市北区 
社会福祉協議会 

2022 年 5 月号 
 

さつきた✮ 
 ボランティア通信 

ボランティアを募集しています！ 

 「ボランティアを募集したい」との連絡をいただき、地域密着型デイサービス  

デイスパゆあみ（拓北 4条 1丁目 17-4）を訪問しました。 

 

デイスパゆあみは入浴に特化し、定員が各 10名（1日 2単位）と少人数型のデイサ

ービスです。とてもアットホームな雰囲気の中、訪れた日の午後の時間帯は 6名が利用

していました。 

入浴がメインですが、食堂や機能訓練室があり、午前中に利用される方は昼食が出るの

で、皆さん食事も楽しみにされているそうです。 

令和 2年 11月の事業開始時は既にコロナの影響でボラン 

ティアを募ることができず、春休みに近隣の中学校の生徒が 

自主的に何度かボランティア活動をしていたそうです。 

管理者の岩本さんは、ボランティア活動を通じて利用者と 

触れ合ってもらい、それが活動者の生きがいにつながってく 

れればとお話ししてくれました。 

  

活動内容：①お話相手 ②調理（補助） ③お風呂清掃 

活動時間：午前 10：00～13：00（昼食あり） 

      午後 14：00～17：00 

年齢・性別：不問 

交 通 費：要相談（自家用車使用も要相談です） 

ボランティア保険：未加入の方は施設負担あり 

 

                 

                         

感染対策をしっかりしているので、安心してきて  

ほしいとおっしゃっていました。 

                 ご興味のある方は、直接デイスパゆあみの岩本 

                さん（電話：299-6730）までご連絡をお願い 

                します。 

お風呂に入ってくつろいでいる方やこれから 
入浴の方、皆さん思いおもいに過ごしています 

身体状況に合わせた、仕様の
違う個浴槽が 2つあります 



   

本要項は、札幌市成年後見推進センターのホームページからもご覧いただけます。 

～あなただから寄り添える～ 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

札幌市市民後見人養成研修 事前説明会開催要項 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ と  き ：令和４年７月１０日（日）１２:３０～１５:００（受付１２:００～） 

２ 内  容 ：（１）講演「成年後見制度の概要及び市民後見人養成の意義と必要性について」 

講師 札幌司法書士会 副会長 千貝 愛 （ちがい あい）氏 

（２）説明「札幌市市民後見人養成研修及び市民後見人への支援体制等について」 

担当 札幌市成年後見推進センター職員 

３ と こ ろ ：札幌市教育文化会館３階 研修室３０５ 札幌市中央区北１条西１３丁目 

※ 駐車場はありません。公共交通機関の利用にご協力をお願いします。 

○ 地下鉄東西線「西１１丁目」駅１番出口 徒歩５分 

○ ジェイ・アール北海道バス、北海道中央バス「北１条西１２丁目」徒歩１分 

４ 定  員 ：１００名（先着順） 

５ 申込方法：背面を参考に、 

       ＷＥＢ・電話・ＦＡＸにて、札幌市コールセンターへ 

       お申し込みください。 

６ 参加対象者：市民後見人として活動したいもしくは市民後見人として活動する

ことを検討している札幌市民    
7 養成研修の受講要件 

  ※ 養成研修は 9月から開催予定です。受講は、以下を全て満たしていることが要件となります。 

 （１）事前説明会に出席し、趣旨を理解し賛同している 

 （２）札幌市に住民票があり、実際に居住している 

 （３）原則として指定したすべての養成研修を受講することが可能である 

 （４）後見人等の養成研修を実施する団体の資格を有しない（弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、 

    行政書士、社会保険労務士の有資格者は、当該団体等で養成研修を受講していただくこととし、

本養成研修の受講対象とはなりません。） 

 （５）現在、親族以外の方の成年後見人等として活動していない 

 （６）成年後見制度や社会福祉活動に意欲と熱意をもち、市民後見人として活動する意欲があり、活動

できる 

   ※ 候補者名簿への登録においても諸条件があります。詳細は当日にご説明します。 

   ※その他の詳細は、市社協 HPおよび各区社協に配架しているチラシをご覧ください 

【申し込み・問い合わせ】   札幌市北区社会福祉協議会 

札幌市北区北２４条西６丁目 北区役所１階  TEL：７５７-２４８２ FAX：７３７-7２７０ 

 

WEB申込先 


